
小千谷市自主防災組織連絡協議会防災事業奨励金交付要綱 

 

制定  平成１９年６月 ４日 

改正  平成２１年５月２５日 

改正  平成２２年５月２０日 

改正  平成２３年５月１８日 

改正  令和 ６年５月１７日 

改正  令和 ７年５月２０日 

 

（趣旨） 

第１条 小千谷市自主防災組織連絡協議会（以下「協議会」という。）は、協議会を構

成する市内の自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)の育成を図るため、自

主防災組織が行う防災活動等の事業に要する経費に対し、協議会の予算の範囲内に

おいて小千谷市自主防災組織連絡協議会防災事業奨励金（以下「奨励金」という。）

を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。 

（交付対象事業） 

第２条 奨励金の交付対象となる事業は、自主防災組織が行う次の表に定める事業と

する。 

事業名 事業内容 

防災活動事業 

・防災訓練を実施するもの 

・防災知識の普及啓発を図るもの 

・地区防災計画等を作成するもの 

・その他自主防災組織連絡協議会長が必要と認めたもの 

防災リーダー養成事業 
・防災知識等を修得するための研修会に参加するもの 

・防災士資格を取得するもの 

（交付額） 

第３条  奨励金の交付額は、次の表に定める額とする。 

 

 



事業区分 交付額 交付限度回数 

防災活動事業 世帯数又は構成員の合計数による 

２５０未満        ８，０００円 

２５０以上５００未満   ９，０００円 

５００以上       １０，０００円 

１組織につき 

１回 

市が主催する防災訓練･消防演習等に参加 

６，０００円 

なし 

防災リーダー養成事業 防災知識等を修得する研修等を受講 

５，０００円 

１組織につき 

１回 

防災士資格取得研修を受講（試験含む） 

１名につき１５，０００円 

１組織につき 

１回 

２ 前項の｢世帯数又は構成員の合計数｣は、奨励金交付年度の４月１日現在の数とす

る。 

（事業の通知） 

第４条 奨励金の交付を受けようとする自主防災組織の長（以下「自主防災会長」と

いう。）は、事業実施通知書（様式第１号。以下「通知書」という。）を当該事業の

実施前に、協議会の会長（以下「協議会長」という。）に提出しなければならない。 

２ 自主防災会長は、前項の通知書を提出した後に、次に掲げる事由が生じた場合は、

速やかに協議会長に報告しなければならない。 

(1) 事業の内容の全部又は一部を変更するとき。 

(2) 事業を中止するとき。 

（交付決定） 

第５条 協議会長は、前条の通知書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認

めたときは、奨励金の交付を決定し、当該自主防災会長に通知するものとする。 

（実績報告） 

第６条 奨励金の交付決定を受けた自主防災会長は、事業完了の日から起算して３０

日以内に事業実績報告書（様式第２号）を協議会長に提出しなければならない。 



（奨励金の額の確定） 

第７条 協議会長は、前条の報告書を受理したときは、交付すべき奨励金の額を確定

し、当該自主防災会長に通知するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、協議会長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月４日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月２５日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月２０日から施行し、改正後の小千谷市自主防災組織連 

絡協議会防災事業奨励金交付要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年５月１８日から施行し、改正後の小千谷市自主防災組織連 

絡協議会防災事業奨励金交付要綱の規定は、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年５月１７日から施行し、改正後の小千谷市自主防災組織連 

絡協議会防災事業奨励金交付要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月２０日から施行し、改正後の小千谷市自主防災組織連 

絡協議会防災事業奨励金交付要綱の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 


